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　１１月１８日（日）、関金農林漁業者等健康増進施設で「少年少女バレー

ボール教室」が開催されました。元ワールドカップ、世界選手権代表の藤

田幸光さんと、アトランタオリンピック日本代表で現役ビーチバレー選手

でもある佐伯美香さんが参加し、中部地区の小学生約１２０人の指導にあ

たりました。

　子どもたちは、パス・レシーブ・サーブなどの技の基本を、ゲームなど

を交えながら楽しく学びました。また、藤田さんと佐伯さんのサーブやス

パイクを受ける場面もあり、会場は大いに盛り上がりました。

　教室の最後には、藤田さんが「長く続けるためにも健康管理をしっかり

してください」、佐伯さんが「目標を持って一生懸命頑張ってください」と

それぞれあいさつされ、社スポーツ少年団の松浦 遥
はるか

さん（小５）が「学んだ

ことを練習や試合にいかしたいです。今日はありがとうございました」と

お礼を述べました。

未来のオリンピック選手を目指して！
少年少女バレーボール教室

● 後期高齢者医療制度 ････････････････ 2 ～ 3

● 特集「韓国・朝鮮にルーツをもつ人との
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▼後期高齢者の保険料は、被保険者一人ひとりに保険料の計算を行い、賦課されます。

保険料率が決まりました

平成２０年４月～

　現在、市町村が７５歳（一定の障がいのある人は６５歳）以上の人に対して実施して
いる老人医療制度に代わり、平成２０年４月から鳥取県後期高齢者医療広域連合が実
施する後期高齢者医療制度の保険料率が決定しましたので、お知らせします。

鳥取県の後期高齢者医療制度の
▼保険料の軽減

①所得に応じた保険料の軽減（所得に応じてそれぞれ次に掲げる割合を被保険者均等割額から軽減します。）

被保険者と世帯主の軽減判定対象所得の合計額 軽減割合

３３万円　以下 ７割軽減

３３万円＋｛２４万５千円×被保険者数（被保険者である世帯主を除く）｝　以下 ５割軽減

３３万円＋（３５万円×被保険者数）　以下 ２割軽減

※軽減判定対象所得とは、保険料の所得割を算定する場合の総所得金額などをいいます。ただし、６５歳以
上の人の公的年金所得については、これからさらに１５万円を特別控除します。

※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合も、その人の所得は軽減判定の対象となります。

②被用者保険の被扶養者に係る保険料の軽減
被用者保険（健康保険、共済組合など）の被扶養者として保険料を負担してこなかった人については、激
変緩和の観点から、後期高齢者医療制度に加入したときから２年間、被保険者均等割を５割軽減し、また、
所得割は賦課しません。（※）

※下の「高齢者医療制度の見直しについて」の②もご参照ください。

※総所得金額などとは、「年金収入－公的年金控
除」、「給与収入－給与所得控除」、「事業収入－必
要経費」などで、各種所得控除前の金額です。

均等割額
（被保険者が均等に負担する額）

４１，５９２円

所得割額
（被保険者の所得に応じて負担する額）

（被保険者の総所得金額など（※）－３３万円）

×７.７５％

低 高
所得

＋ ＝

＋ ＝

・均等割額と所得割額の合計額に１００円未満の端数がある場合は切り捨てます。

・保険料額の上限は、５０万円です。

高齢者医療制度の見直しについて
　このたび「与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム」において、高齢者医療制度について次のと
おり取りまとめられ、政府としても実施することとされましたので、その内容をお知らせします。
　なお、今後、正式に内容が固まった段階で改めてお知らせする予定です。

①７０歳から７４歳の方の窓口負担について
　平成２０年４月から平成２１年３月までの１年間、窓口負担が１割に据え置かれます。
※すでに３割負担をしている人、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障がい認定を受けた人は除きます。
※昨年の制度改正では、７０歳から７４歳の人の窓口負担については、平成２０年４月から２割負担に見直しさ
れることとされていたものを据え置くものです。

②被用者保険の被扶養者であった人は後期高齢者医療制度では、平成２０年度においては、平成２０年度４
月から９月までの間の保険料を徴収せず、１０月から平成２１年３月までの間の保険料は、被保険者均等
割を９割軽減する措置がなされます。

低 高
所得

保
険
料
額

個人の保険料額



▼保険料の計算例
【１人世帯】

軽減判定 軽減判定所得が (２０万円－１５万円 ) ≦ ３３万円　なので７割軽減の該当

世帯主

年金収入１４０万円 保険料 １２，４７７円

１２，４００円↓ 所得割額 ２００，０００円－３３０，０００円＝０円

所得２０万円 均等割額 ４１，５９２円－（４１，５９２円×７割）＝１２，４７７円

【２人世帯①】

軽減判定 軽減判定所得が (６０万円－１５万円 ) ≦ （３３万円＋２４.５万円×１）   なので５割軽減の該当

世帯主

年金収入１８０万円 保険料 ４１，７２１円

４１，７００円↓ 所得割額（６００，０００円－３３０，０００円）×７.７５％＝２０，９２５円

所得６０万円 均等割額 ４１，５９２円－（４１，５９２円×５割）＝２０，７９６円

世帯員

年金収入１２０万円 保険料 ２０，７９６円

２０，７００円↓ 所得割額 ０円－３３０，０００円＝０円

所得０円 均等割額 ４１，５９２円－（４１，５９２円×５割）＝２０，７９６円

【２人世帯②】

軽減判定 軽減判定所得が (１００万円－１５万円 ) ≦ （３３万円＋３５万円×２）　なので２割軽減の該当

世帯主

年金収入２２０万円 保険料 ８５，１９８円

８５，１００円↓ 所得割額（１，０００，０００円－３３０，０００円）×７.７５％＝５１，９２５円

所得１００万円 均等割額 ４１，５９２円－（４１，５９２円×２割）＝３３，２７３円

世帯員

年金収入１２０万円 保険料 ３３，２７３円

３３，２００円↓ 所得割額 ０円－３３０，０００円＝０円

所得０円 均等割額 ４１，５９２円－（４１，５９２円×２割）＝３３，２７３円

▼鳥取県における後期高齢者医療保険料所得階層別一覧

平成２０年度試算

所得
年金収入換算
( 参考 )

単身世帯
２人世帯 (※ )

世帯主 世帯員 合計額

０円 ～１２０万円 ７割  １２,４００円 ７割  １２,４００円 ７割  １２,４００円 ２４,８００円

２０万円 １４０万円 ７割  １２,４００円 ７割  １２,４００円 ７割  １２,４００円 ２４,８００円

４０万円 １６０万円 ７割  １７,９００円 ７割１７,９００円 ７割  １２,４００円 ３０,３００円

６０万円 １８０万円 ２割  ５４,１００円 ５割  ４１,７００円 ５割  ２０,７００円 ６２,４００円

８０万円 ２００万円 ２割  ６９,６００円 ２割  ６９,６００円 ２割  ３３,２００円 １０２,８００円

１００万円 ２２０万円 ９３,５００円 ２割  ８５,１００円 ２割  ３３,２００円 １１８,３００円

１２０万円 ２４０万円 １０９,０００円 １０９,０００円 ４１,５００円 １５０,５００円

１４０万円 ２６０万円 １２４,５００円 １２４,５００円 ４１,５００円 １６６,０００円

１６０万円 ２８０万円 １４０,０００円 １４０,０００円 ４１,５００円 １８１,５００円

１８０万円 ３００万円 １５５,５００円 １５５,５００円 ４１,５００円 １９７,０００円

２００万円 ３２０万円 １７１,０００円 １７１,０００円 ４１,５００円 ２１２,５００円

２２０万円 ３４３万円 １８６,５００円 １８６,５００円 ４１,５００円 ２２８,０００円

２４０万円 ３７０万円 ２０２,０００円 ２０２,０００円 ４１,５００円 ２４３,５００円

２６０万円 ３９７万円 ２１７,５００円 ２１７,５００円 ４１,５００円 ２５９,０００円

２８０万円 ４２３万円 ２３３,０００円 ２３３,０００円 ４１,５００円 ２７４,５００円

※２人世帯は、ともに７５歳以上で現在は国保加入。世帯主の収入額は年金のみとし、世帯員の所得は０円
として、試算したものです。

・被保険者に年金所得以外の所得がある場合や、世帯構成により保険料は異なります。

※問合せ先：国民健康保険課　後期高齢者医療制度準備室（あ２２－８１２４／い２２－２９５４）
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韓国・朝鮮にルーツを
もつ人とのかかわり

育てよう一人ひとりの人権意識
「思いやりの心・かけがえのない命を大切に」

　国連では１２月１０日を「人権デー」とし、日本では、１２月４日から１２月１０日
を「人権週間」と定めています。
　市民活動委員会は、今年度荒

あらかね

金鉱山（岩美町）を視察しました。この鉱山では、
韓国・朝鮮の人たちが強制連行され不利な労働条件の中で仕事に従事し、震災に
よる事故とはいえ、たくさんの犠牲があったことを地元の人からお話を伺いまし
た。その遺体は６０数年たった今も搬出できない現実があります。
　人権・同和教育を学習する中で最も重要なことは、“差別の現実に深く学ぶ”と
いうことです。現地研修はそのことに的確に答えてくれる学習の機会です。
　現在、私たちに当時のような偏見はもうないと言えるでしょうか。今一度当時
の歴史を振り返り、市民一人ひとりの「人権週間」にしましょう。

倉吉市同和教育研究会（市民活動委員会）

荒あ
ら
か
ね金

鉱
山

至国府町

至鳥取

至湯村

国道9号
●白地

旧岩美鉱山坑廃水処理場

●荒金

至国道178号
岩美駅

三洋エナジー●

文
●院内

JA鳥取いなばG.S
●

岩井温泉●

旧小田小学校

●
 JA鳥取いなば
 小田支店

●駐在所国道9号

荒金鉱山
あらかね

▲供養塔に献花する会員

※問合せ先：人権文化センター（あ２２－４７６８／い２２－４９０１）
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